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荒川小学校ＰＴＡ細則

第１章 総 会

第 １ 条 会員の異動及び事業計画ならびに収支予算の決定は定期総会において行う。

第 ２ 条 会計監査を経た収支決算書は年度最終の運営委員会に報告し、あらかじめ承認

を受けて定期総会に提出し承認を求める。

第２章 入 会

第 ３ 条 本会の主旨に賛同し入会しようとする者は別紙様式１による入会届を会長
に提出するものとする。

第 ４ 条 入会届は当年度の新入児童の入学式当日までに完了するものとする。

第３章 常置委員会

第 ５ 条 常置委員会として、総務委員会、会員研修委員会、安全教育委員会、環境整備

委員会、保健体育委員会、広報委員会を置く。

第 ６ 条 常置委員会の委員および委員長は次の各号による。

（１）常置委員会の委員は、各学年から１名ずつ選出する。

（２）常置委員会の委員長は、委員の互選により選出し、会長が委嘱する。

第 ７ 条 委員長および委員の任期は１年とする。

第 ８ 条 総務委員会は、おおむね次のことを行う。

（１）他の各種の委員会の意見を総合調整して、年間計画を立てる。

（２）年間計画に基づく活動に必要な予算を立案する。

（３）諸活動を評価し、次の計画の資料とする。

（４）他の委員会に属さない活動分野を担当し、委員会の円滑な実践をはかる。

２ 総務委員の数は６名を標準とする。

第 ９ 条 会員研修委員会は、おおむね次のことを行う。

（１）すべての会員が一層よい父母よい教師となるように、みずからつとめ互いに磨

き合うようにする。

（２）地域社会に対し、この会の教育的な催しに参加する機会を与える。

（３）すべての会員がよい理解と自由意志をもって入会するようにつとめるとともに

会員相互の連絡と親睦をはかる。

２ 会員研修委員の数は６名を標準とする。

第１０条 安全教育委員会は、おおむね次のことを行う。

（１）児童の家庭生活、社会生活ならびに児童相互の自主的集団生活上の安全につい

て援助する。

（２）登下校の交通安全指導には積極的にあたるとともに通学路等の整備点検をすす

める。

２ 安全教育委員の数は６名を標準とする。

第１１条 環境整備委員会は、おおむね次のことを行う。

（ ） 、 、１ 児童のおかれる学校を中心とする環境を整備し 教育の向上をはかるとともに

豊かな心情をもつ児童を育成するように努める。

２ 環境整備委員の数は６名を標準とする。

第１２条 保健体育委員会は、おおむね次のことを行う。
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（１）児童の健康維持、体育活動ならびに体育行事に協力し、心身ともにすこやかな

児童を育てるようにつとめる。

（２）学校給食が十分な効果をあげるように協力し、ひいては各家庭の食生活の改善

をはかる。

（３）特殊な事情にあたる児童の援助、補導につとめるとともに、一般児童の福利厚

生をはかる。

２ 保健体育委員の数は６名を標準とする。

第１３条 広報委員会は、おおむね次のことを行う。

（１）ＰＴＡ新聞の発行などを通じ、会員の資質の向上をはかるとともに、地域社会

ならびに関係諸機関諸団体に対し情報の伝達、意見の交換につとめる。

２ 広報委員の数は６名を標準とする。

第４章 学年委員会

第１４条 １年から６年までのそれぞれの学年を単位として学年委員会を置く。

第１５条 学年委員会の委員長および副委員長は会員の互選によって選出し、任期は１年

とする。

第１６条 学年委員会は、学年を単位とする共通の課題をとりあげて研究し、対策を講じ

実施する。また、ＰＴＡ活動全体に対し積極的によい提案をし、会の発展充実に

協力する。

第１７条 学年委員会は、長期休業中の校外生活、安全教育、家庭学習など学年共通の問

題を解決し、よりよき児童の育成に努める。

第５章 地区集会

第１８条 地区集会の単位は、中央北、田野倉、中央南、鴻野山、こぶし台、八ヶ代、曲

畑、南部とする。

第６章 校長の地位

第１９条 校長は、本会の指導的責務を持ち、常置委員会、学年委員会、役員会、運営委

員会に出席する。

第７章 改 正

第２０条 この細則は運営委員会において構成委員の３分の２以上の賛成がなければ改正

することができない。また、改正の結果は次期総会に報告しなければならない。

付 則 この細則は昭和４９年５月２５日より実施する。

平成元年４月２８日、第１８条（地区割）に関する条文の一部改正

平成９年４月１６日、第１８条（地区割）に関する条文の一部改正

平成２７年４月２８日、第２条の削除

第２４条の一部改正

第２６条の削除、及び付則の追加

平成２９年４月２８日、第６条に関する条文の改正

第１９、２０、２１、２２、２３条の削除（地区委員会）

第２４条（地区委員会）に関する条文の一部改正
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別紙 様式１

入 会 届

荒川小学校ＰＴＡ会長 様

私は荒川小学校ＰＴＡに入会しますのでお届けいたします。

令和 年 月 日

会員名

児童名

学年組 年 組
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荒 川 小 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 活 動 組 織 図

総 会

校運 営 委 員 会

常 置 委 員 長 地 区 委 員 役 員 学 年 委 員 長 長

地 区 学 年 委 員 会常 置 委 員 会

総 会 安 環 保 広 中 中 鴻 こ 八 曲 南 田 一 二 三 四 五 六

員 全 境 健 央 央 野 ぶ ヶ 野 学 学 学 学 学 学

研 教 整 体 北 南 山 し 代 畑 部 倉 年 年 年 年 年 年

務 修 育 備 育 報 台

会 常 集 地 学

集 置 会 区 年

会 委 ・ 集

員 班 会


